
 

平成１９年８月３日発行 

 

 
2007 臨時号 

 

2007 臨時号 三島支所からのお知らせ  １ 

 

７月 16 日午前 10 時 13 分ころ、上中越沖の深さ 17km を震源とする「新潟県中越沖地震」

が発生しました。三島地域では震度６弱を観測（地震の大きさを表すマグニチュードは 6.8）。

地域に大きな被害をもたらしました。今号では、この地震による被害状況や関連情報をお知

らせします。 

 

 

発生日時 震度 

７月 16 日 10 時 13 分 ６弱 

 10 時 14 分 ４ 

 10 時 15 分 ３ 

 10 時 34 分 ３ 

 15 時 37 分 ４ 

 21 時８分 ３ 

７月 25 日 ６時 52 分 ３ 

 

 

 死亡 入院 けが 

人数 ０人 ０人 ２人 

 

 

 全壊 大規模半壊 半壊 一部損壊 合計 

住 家 ０ ０ １１ １２７ １３８ 

非住家 １ １ ４ １４ ２０ 

 

 

種別 施設・道路 状況 

公民館 三島公民館七日市分館 立ち入り禁止 

道路 
市道三島 331 号線 

（蓮花寺地内／マラソンロード） 
全面通行止め（土砂崩れ・路肩崩落） 

三島地域内で、地震の影響と思われる道路の陥没が発生していますので、ご注意ください。

また、陥没や沈下を見つけたら、建設課☎42-2221（内線 212）までご連絡をお願いします。 

人的被害 

三島支所の観測震度（震度３以上） 

被害のため利用できない公共施設・道路（８月１日現在） 

家屋被害（調査継続中：８月１日現在） 

このたびの新潟県中越沖地震によ

り被災された皆様に、心からお見舞い

を申し上げます。 

今後は、被害調査を実施しながら本

格的な支援を開始いたします。一日も

早い復興を目指し、職員一丸となって

取り組んでまいりますので、皆様から

のご理解とご協力をお願い申し上げ

ます。 

 平成１９年８月３日 

長岡市危機管理監 笠原芳彦

三島支所長    齋藤直志

 

支援制度の相談や申請の受け付けなど

につきましては、詳細が決まり次第お知

らせいたします。 

被災者に対する支援制度について 



 

編集･発行：長岡市三島支所地域振興課 

〒940-2392 長岡市上岩井 1261 番地 1 

電話：0258-42-2221／FAX：0258-42-3534／メール：msm-chiiki@city.nagaoka.lg.jp  
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新潟県精神保健福祉センターでは、地震後の心の健康に関する相談窓口を設けています。

「不安で落ち着かない」「眠れない」などの症状に、心の専門家が相談に応じます。 

こころのケアホットライン（受付時間：毎日午前８時 30 分～午後 10 時） 

フリーダイヤル ☎０１２０－９１３－６００ 

専用電話    ☎０２５－２８１－５７７３ 

また、保健福祉課でも保健師が随時相談をお受けしています。お気軽どうぞ。 

問合せ 保健福祉課保健係☎42-2221（内線 232）

心の健康相談のお知らせ 

 

地震により、通常よりも地盤が緩んでいます。特に、斜面は崩れやすいので、

雨天の時に限らず、近づかないようにしましょう。 

また、降水量と地盤の状況により「土砂災害警戒情報」が発表されることがあります。こ

れは、土砂災害の危険度の目安となるものですが、この発表の有無に関わらず、自宅付近の

斜面などの状態に危険を感じたら、早めに避難しましょう。 

なお、危険箇所を見つけたら地域振興課☎42-2221（内線 325）までご連絡ください。 

担当 地域振興課地域振興・防災係☎42-2221（内線 325）

土砂崩れにご注意を！ 

 

過去の災害時には、次のような不当契約行為等が発生しています。 

■屋根の修理と見せかけながら、ブルーシートをかけるだけで高額な料金を請求した 

■ボランティアで来たと言いながら、屋根に上がり、勝手に修繕をして料金を請求した 

■震災を悪用したオレオレ詐欺や架空請求 

■市職員を装って寄附金を要求 

 

悪質商法に遭わないために・・・ 

①ひとりで契約せず、家族や周囲と相談するなどして、急いで安易な契約はしない 

②不安な時は、はっきりと断る 

③架空請求など覚えのない請求は払わない、相手に連絡しない 

④相手方の「業者名、連絡先、氏名」を聞く 

 

 消費生活上の困りごとの相談は、次の窓口で対応しています  

○長岡市立消費生活センター☎32-0022 ○県消費生活センター通常相談電話 

時間：月～金 午前９時～午後４時 30 分 ☎025-285-4196 

 時間：月～金 午前９時～午後４時 30 分

     土  午前 10 時～午後４時 30 分

消費生活情報 


